
 

 
 

第４回統合準備委員会を開催しました！ 

 ７月３０日（木）午後７時から、志染町公民館に

おいて、第４回統合準備委員会を開催しました。  

 今回の会議では、各部会での協議内容等について

報告及び協議が行われました。その内容についてお

知らせします。  

 

  

 

 〇承認事項 
 (1) 統合校の校章は、現緑が丘中学校の校章とする。  
 

 (2) 統合校の校歌は、令和３・４年度の卒業式では、現志染中学
校及び現緑が丘中学校の校歌を歌唱し、それ以外は現緑が丘中
学校の校歌を歌唱することとする。 

 

(3) 統合校の校訓は、志染中学校及び緑が丘中学校の校長に一任
する。 
【統合準備委員会として決定した事項を三木市教育委員会へ提案する。】 

 

（  経   過  ）  

  統合校の校章、校歌、校訓について、PTA 部会が実

施した保護者アンケートの結果も踏まえて、書面によ

り意見集約を行い、その後、書面による議決を行った。 

 
〇報告事項 

  今後は、学校財産、閉校式及び記念行事、志染中学校

の同窓会組織、統合後の卒業アルバム等について、他部

会との関連も考慮しながら検討を進める。  

 
 
 

 

 

 〇報告事項  

  次の事項について、緑が丘中学校区で調整を進めている。  

  （１）  統合後の PTA 役員の中に、志染地区の役員を置くことについて  

   （２）  統合後の PTA 総会の運営について  

   上記について、緑が丘中学校区でまとめられた方向性をもとに部会で協議

し、部会としての方向性をまとめていく。  
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〇報告事項  

  （１） これまでの取組について  

・ 教科ごとに担当教員が集まり、志染中学校及び緑が丘中学校の学

習で使用する副教材を統一させて、各校で学習を進めている。  

     ・ 備品移動の打合せを延べ１７回実施し、統合に向けた準備を進め

ている。  

     ・ 臨時休校のため、当初の計画より延びたものの、７月に１年生及

び２年生の交流を行った。  

     ・ 緑が丘中学校区内の小学校、中学校、特別支援学校及び次年度か

ら同じ中学校区となる志染小学校の教職員の合同人権研修を行っ

た。  

 

（２） 今後の取組について  
     ・ 志染中学校及び緑が丘中学校の合同授業を行う。７月の交流を終

え、生徒からも「今度は一緒に授業を受けてみたい。」という声が

聞かれている。  

     ・  教育事業に関する教職員の人権研修を継続して行う。  

 

 
生徒交流会が行われました！ 

 

志染中学校及び緑が丘中学校の生徒交流会が、７月２日、３日に行われました。 

 ２年生は、「with コロナ」でできる交流の内容を自ら考え、「密」にならない

工夫をしながら緑が丘中学校の体育館で交流しました。  

 １年生は、総合防災公園でスポーツを通して交流しました。  

 １０月には、緑が丘中学校の教室で、志染中学校及び緑が丘中学校の生徒が一

緒に学ぶ合同授業が計画されています。  

 

   

 

学校運営部会 

２年生の交流の様子（緑が丘中学校）  １年生の交流の様子（総合防災公園）  



 

〇報告事項  

 (1) これまでの経緯について  
   ①  市教育委員会から、中学校の通学距離については、「おお

むね６㎞以上は通学バス又は自転車によるものとする」と
いう三木市の基準に基づく案が示された。  

 
②  令和元年１１月  

保護者アンケートの結果も参考にしながら、次の２点について市教
育委員会へ検討を依頼した。  

     （ア） 市教育委員会が示したバス通学案をもとに、さらに多くの生
徒がバスを利用することができないか。  

   （イ） 現在の通学と同様の方法で志染中学校に集まり、志染中学校
から緑が丘中学校までをバスで往復することができないか。  

 
③  令和２年２月  

かねてより要望のあった「志染中学校から路線バスを利用して通学
する方法」を検討できることが市教育委員会から示された。  
④  令和２年３月  

部会で協議の上、路線バスを利用して通学する方法について、バス
会社と協議を進めていくことが統合準備委員会で承認された。  
⑤  令和２年６月  

市教育委員会がバス会社との協議を進めていたものの、令和３年４
月時点の路線バスの活用は困難であると判明した。  

 
⑥  令和２年６月  

市教育委員会から、通学路の安全や地形など、地域の諸条件を考慮
し、通学距離５㎞以上を原則バスによる通学、５㎞未満を自転車によ
る通学とすること、上記③が実現するまでの代替として、デイサービ
スと緑が丘中学校間を、市が委託するバスで通学する案が示された。 
この案を通学方法とすることを部会の方向性として決定した。  

    
⑦  令和２年７月  

この案について保護者への報告及び意見集約を行った。また、志染
小学校及び志染中学校 PTA の主催で、この案についての保護者や地
域の方との意見交換会が開かれた。  

 

(2) 今後の協議について  
     部会としての方向性は出ているものの、自転車による青山の坂の上

り下りに対する不安等、保護者や地域の方から様々な意見をいただい
た。安全面での対策等、細かなところを引き続き部会で協議する。  

 

次回の統合準備委員会は、新型コロナウイルスの

感染状況も注視しながら、９月中旬から下旬の開催

を予定しています。  

開催日時及び開催場所は、

三木市教育委員会ホームペ

ージでお知らせします。  
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